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ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

募
集

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

　
11
月
は
伊
野
地
区
の
粗
大
ご
み

収
集
月
で
す
。
各
戸
に
配
布
し
て

い
る
、
平
成
27
年
度
ご
み
収
集
日

程
表
で
収
集
日
を
確
認
の
上
、
収

集
日
当
日
の
8
時
ま
で
に
地
区
の

指
定
す
る
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
吾
北
地
区
は
、
12
月
6
日
（
日
）

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
環
境
課

　
　
　
　
8
9
3

－

1
1
6
0

　
高
知
県
内
で
は
、
平
成
26
年
度

に
お
い
て
犬
で
2
1
8
頭
、
猫
で

2,
1
4
0
頭
が
殺
処
分
さ
れ
て

い
ま
す
。
飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
が

増
え
す
ぎ
て
管
理
で
き
な
く
な
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
不
妊
・
去
勢

手
術
を
す
る
と
と
も
に
、
愛
情
と

責
任
を
も
っ
て
最
期
ま
で
適
正
に

飼
い
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　
高
知
県
食
品
・
衛
生
課

8
2
3

－

9
6
7
3

　
環
境
課

8
9
3

－

1
1
6
0

　
最
近
、
迷
い
犬
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
が
増
え
て
い
ま
す
。
飼
い

犬
が
迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う
日
ご

ろ
か
ら
犬
の
係
留
に
気
を
付
け
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
犬
の
鑑
札
と
注

射
済
票
の
飼
い
犬
へ
の
装
着
は
狂

犬
病
予
防
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
飼
い
主
を
探
す
と

き
の
重
要
な
手
が
か
り
に
な
り
ま

す
の
で
必
ず
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
が
迷
子
に
な
っ
た
場
合

も
し
く
は
、
迷
い
犬
を
発
見
・
保

護
し
た
場
合
は
、
次
の
問
い
合
わ

せ
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
　

　
高
知
県
中
央
西
福
祉
保
健
所

0
8
8
9

－

2
2

－

2
5
8
8

　
環
境
課

8
9
3

－

1
1
6
0

　
中
央
小
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
8
3
1

－

7
9
3
9

　
土
佐
警
察
署
い
の
警
察
庁
舎

　
　
　
　
8
9
3

－

1
2
3
4

1
．
内
部
事
務
等
集
中
化
の
試
行

に
つ
い
て

▼
概
要

　
伊
野
税
務
署
で
は
10
月
13
日
以

降
、
申
告
書
の
入
力
処
理
や
納
税

者
の
皆
さ
ん
へ
の
お
尋
ね
文
書
の

発
送
な
ど
の
内
部
事
務
な
ど
を
、

高
知
税
務
署
内
に
設
置
す
る
内
部

事
務
集
中
処
理
担
当
部
署
で
集
中

的
に
処
理
す
る
「
内
部
事
務
等
の

集
中
化
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
お
尋
ね

文
書
な
ど
は
伊
野
税
務
署
か
ら
送

付
し
て
い
ま
し
た
が
、
10
月
13
日

以
降
は
伊
野
税
務
署
の
担
当
で
あ

る
こ
と
を
明
示
し
た
お
尋
ね
文
書

な
ど
が
高
知
税
務
署
か
ら
送
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
事
項

　
内
部
事
務
等
の
集
中
化
は
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
維
持
し
な

が
ら
、
内
部
事
務
な
ど
を
効
率
的

に
処
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
の
所
轄

の
税
務
署
を
変
更
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
試
行
開
始
後
も
次
の
点
に
つ
い

て
は
従
来
ど
お
り
で
す
。

◇
窓
口
事
務 

　
納
税
証
明
書
の
交
付
や
現
金
領

収
、
面
接
に
よ
る
相
談
な
ど
は
、

従
来
ど
お
り
、
伊
野
税
務
署
で
行

い
ま
す
。

◇
書
類
の
提
出
先 

　
申
告
書
や
申
請
書
・
届
出
書
な

ど
の
書
類
の
提
出
先
は
、
従
来
ど

お
り
、
伊
野
税
務
署
と
な
り
ま
す
。 

2
．
来
署
に
よ
る
税
務
相
談
の
電

話
で
の
事
前
予
約
に
つ
い
て

　
具
体
的
書
類
や
事
実
関
係
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
や
税
金

の
納
付
相
談
な
ど
に
つ
い
て
は
、

電
話
で
事
前
に
相
談
日
な
ど
を
ご

予
約
い
た
だ
い
た
上
で
、
相
談
を

お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
、
事
前

予
約
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
伊
野
税
務
署
　89

3

－

1
1
2
1

　
消
費
税
の
引
上
げ
に
際
し
、「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
及
び
「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
が
支
給

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
町
で
は
申

請
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
、
申
請
書
な
ど
を
送
付

し
て
い
ま
す
。（
子
育
て
給
付
金
は

6
月
上
旬
、
臨
時
福
祉
給
付
金
は

9
月
上
旬
）

　
申
請
期
限
は
、
臨
時
福
祉
給
付

金
が
平
成
28
年
1
月
29
日
（
金
）

で
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
が
11
月
30
日
（
月
）
で
す
。
支

給
対
象
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る

方
で
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
申
請
書
に
必
要
書
類
を
必
ず

確
認
の
上
、
申
請
期
限
ま
で
に
お

忘
れ
な
き
よ
う
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
書
に
不
備
が
あ
る

場
合
は
不
備
の
お
知
ら
せ
を
し
て

い
ま
す
。
不
備
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

不
備
の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
し
た

ら
、
内
容
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
次
の
問
い
合
わ
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
ほ
け
ん
福
祉
課
　

　
8
9
3

－

3
8
1
8

　
吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
8
6
7

－

2
3
0
0

　
本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
8
6
9

－

2
1
1
2

振
り
込
め
詐
欺
に

　
　ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
及
び
「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
に

絡
む
詐
欺
被
害
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
つ
の
給
付
金
事
業
の
実

施
に
際
し
、

●
町
職
員
か
ら
電
話
に
よ
る

A
T
M
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

●
A
T
M
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も

ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま
せ

ん
。

●
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支
給
す

る
た
め
に
、
手
数
料
の
振
り
込
み

を
求
め
る
こ
と
な
ど
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
、
不
審
な
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、
最
寄

り
の
警
察
署
（
又
は
警
察
相
談
専

用
電
話
（
＃
9
1
1
0
））
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　
四
国
財
務
局
は
、
借
金
を
抱
え

悩
ん
で
い
る
方
々
の
た
め
の
「
相

談
窓
口
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
弁
護
士
・

司
法
書
士
な
ど
の
法
律
専
門
家
へ

の
引
継
ぎ
も
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
相
談
方
法
　
相
談
は
無
料
で

す
。
こ
ち
ら
か
ら
電
話
の
お
か
け

直
し
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず

お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
時
間

　
月
〜
金
曜
日

　
9
時
〜
12
時
、
13
時
〜
17
時

（
祝
日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。）

■
連
絡
先

　
四
国
財
務
局 

多
重
債
務
者
相
談

窓
口

0
8
7

－

8
3
1

－

2
1
5
5

　
高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
女
性

の
人
権
問
題
解
消
に
向
け
、
次
の

と
お
り
電
話
相
談
の
強
化
週
間
を

実
施
し
ま
す
。
期
間
中
は
、
土
、

日
曜
日
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

ま
た
、
平
日
は
時
間
を
延
長
し
、

19
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時

　
11
月
16
日
（
月
）
〜
20
日
（
金
）

　
　
8
時
30
分
〜
19
時

　
11
月
21
日
（
土
）・
22
日
（
日
）

　
　
10
時
〜
17
時

▼
電
話
番
号

　
0
5
7
0

－

0
7
0

－

8
1
0

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
電
話
は
、
高
知
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課
に
つ
な
が
り
ま
す
。

▼
取
扱
内
容

　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
離
婚
問
題
、

暮
ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど
女
性
を

め
ぐ
る
人
権
問
題

▼
そ
の
他

　
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

8
2
2

－

3
5
0
3

迷
い
犬
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

伊
野
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

多
重
債
務
で
お
悩
み
の
方
に

お
知
ら
せ

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

お
知
ら
せ

粗
大
ご
み
の

収
集
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

犬
や
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

お
知
ら
せ

平
成
27
年
度 

臨
時
福
祉
給
付
金

及
び
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

募
集

催
し
・
イ
ベ
ン
ト

※
指
定
ご
み
袋
に
入
ら
な
い
大

き
さ
の
ご
み
を
粗
大
ご
み
と
し

て
収
集
し
ま
す
。
指
定
ご
み
袋

に
入
る
大
き
さ
の
ご
み
は
必
ず

分
別
し
て
、
可
燃
、
不
燃
、
資

源
の
各
指
定
収
集
日
に
出
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【○収集する主な品目】

①家具類

②家電製品

③その他

①家電リサイクル法
　に基づく家電4品目
　②パーソナル
　コンピューター
③事業活動に
　伴うもの
④危険物

⑤処理困難物

⑥引っ越しや家の取り壊しなどで出る多量のごみ

【×収集できない品目】
タンス、机、いす、じゅうたん
など
掃除機、電子レンジ、こたつ、
ファンヒーター（灯油を取り除
いたもの）、ミシンなど※指定
ごみ袋に入るものは、不燃ごみ
として出してください。
自転車、ストーブ（灯油・乾電
池を取り除いたもの）、50cc以
下のバイク、ベビーカー、布団、
網戸、物干し竿、厚手の木など

テレビ（薄型を含む。）、エアコン、冷
蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
デスクトップパソコン本体、ノートパ
ソコン、ディスプレイ、ディスプレイ
一体型パソコン
産業廃棄物（建築廃材など）、事業所
から出る一般廃棄物
消火器、バッテリー、ガスボンベなど
石こうボード、農機具、50cc超のバ
イク、中身の入った塗料・オイル缶、
ブロック、土・砂など

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
申
請
期
限
は
11
月
30
日

（
月
）
ま
で
で
す
よ
〜
！

人権擁護委員無料相談のご案内 人権擁護委員の連絡先
氏　名 電話番号住　　所
杉本　寛子     
井上　　晃     
藤木　栄子     
金子　　覺     
坂本　美加     
髙橋美智子     
山本　周児     

いの町6466－5
　〃　加田599
　〃　天王南9－12－2
　〃　枝川826－1
　〃　波川2128－3
　〃　上八川甲1920
　〃　戸中81－5

892－2513
892－1154
891－6684
893－2135
892－4899
867－2426
873－5422

法務局相談窓口・問い合わせ
（祝休日を除く月～金曜日　受付8:30～17:00）
高知地方法務局人権擁護課 822－3503

地区 開催場所相談時間今月の
相談日

伊野
本川

あったかふれあいセンター
（すこやかセンター伊野内）
本川保健福祉センター

11月18日（水）
11月19日（木）

13：30～16：30
13：00～16：00


